
  
 
 
 

 
 

イチゴ世代のみんな！こんにちは！川崎市選挙啓発マスコットのイックンです！あと数年すると、みんなは 
１８歳になるね。１８歳になって選挙権を得ると、選挙を通じて政治に参加する機会もあるよ！みんなは選挙 
についてどのくらい知っているかな？ 
みんなが毎日の生活の中で思っていることや願っていることを、みんなの代わりに地方自治体や国で実現

するために働く「代表者」を選ぶのが「選挙」なんだ！身近なところで言えば、学校生活をよりよくするために 

「生徒会役員」という「代表者」を選ぶ「生徒会役員選挙」も「選挙」だよ！ 
みんなの未来のために、今日は一緒に、「選挙」について学んでいこう！ 

 

 

 
 
 

この「イチゴ世代」とは１５歳をモジって名づけました。中学３年生はあと 
数年すると選挙権を得て、選挙を通じて政治に参加する世代になります。 
さあ、１８歳のスタートラインはすぐそこです！ 

 

11 55 歳歳 のの みみ なな ささ んん へへ   

選挙に行かなイカ！ 

選 挙  っっ  てて  何何  だだ  ろろ  うう  ？？
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選挙マスコット 

「「イイッッククンン」」  

 

 

 

  

HHiissttoorryy  

～～明明治治 2222年年（（１１８８８８９９年年））～～  

「議会」において国の政治を進める「代表者」を

「選挙」で選べるようになったよ！ 
※「直接国税を１５円以上納めている、 

一部の裕福な２５歳以上の男性」にだけ 
「選挙権」が与えられていたんだ。 

 

～大正１４年（１９２５年）～ 

国民の自由な権利を求める運動が盛り上がった！ 
⇒「全ての２５歳以上の男性」に 

   「選挙権」が与えられたよ！ 
※「女性」には「選挙権」がなかったんだ。 
 

～昭和２０年（１９４５年）～ 

戦後「すべての国民は法の下に平等である」 

⇒２０歳以上男女全ての国民に 
「選挙権」が与えられたよ！ 

 

～平成２８年（２０１６年）～ 

若い人に主体的に政治にかかわってほしい！ 
⇒「選挙権年齢」が１８歳に 
引き下げられたんだ！ 

川太郎君は今１５歳だね。１８歳に

なったら選挙に行く？ 

う～ん、政治のことってよくわから

ないしなぁ、僕一人が選挙に行って

も、なにも変わらないと思うなぁ。 

 

たしかに、選挙に行ってすぐに何

かが変わるとは限らないね。でも

ね、１０年後や２０年後に川太郎君

や川太郎君の大切な人にとって、

より住みやすい環境にするため

には、若いときから、自分で考え

て意見を持ち、選挙で意思表示を

することがとても大切なんだ！ 

イックンの足はどうして７本？ 

答えを探そう！ 

１８歳になったら選挙に行ってみ

ようかなぁ！ 

イックン 

イックン 

川太郎君 

川太郎君 

選挙のしくみなどについては裏面へ！ 

ＴＴａａｌｌｋｋ  

  WWhhaatt??  



 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

候補者選び 
について学ぼう！ 

 

１つの選挙で投票できるのは、  

１人１票です。 

18歳になって投票できるように

なった時のために、日頃から社会の

動きや政治、選挙などについてよく

見ておくことが大切です。   

選挙の際には多くの候補者が公約

を発表しているので、投票する候補

者を選ぶために選挙公報などで確認

してみましょう。 

 

  

 

              投票の方法について学ぼう！ 

投票所での投票は図のように①名簿対照係で選挙人名簿の

確認を受けると、②投票用紙交付係で投票用紙が交付されるの

で、③記載台で投票用紙に候補者名を記入し、④投票箱へ投函

するという流れになっています。 

  

①①  

 

 

②②  

  

④④  

 

  

 

 

 ③③  

 

 

投票は投票日に決められた投票所で投票するのが原則です

が、仕事や旅行などの都合で投票日に投票できない人は、投票

日前に投票できる期日前投票などの制度もあります。 

また、１８歳未満の人も、投票する保護者などと一緒なら

投票所に入場することができますので、皆さんも選挙の際に

は投票所に行って、実際の投票を学んでみましょう。 

 

 

  

選挙公報    選挙運動ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

     街頭演説   
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入口 

 

出口 

名名簿簿確確認認  

  

  

  

  

  

  

  

記記載載台台  

人人  

  

  

  

  

    

  

投投票票  

  

  

  

  

  

    

  

投投票票管管理理者者  

投投票票立立会会人人 

 

 

 

 

  

 

投投票票用用紙紙  

交交付付  

  

  

  

  

  

    

  

投投票票所所ででのの流流れれ  

  

  

  

  

    

  

PPrroocceessss  

ＶＶｏｏｔｔｅｅ  CChheecckk  

 

     

  

開開  票票  
 

投票箱を開け

て候補者ごと

の得票数を確

かめるため開

票所で開票を

行います  

  

選挙の 

告告  示示  
  

選挙管理委員

会が選挙執行

を選挙人にお

知らせします 

  

  

立候補の 

届届  出出  
 

 

選挙管理委員

会の選任した

選挙長に立候

補の届出をし

ます  

  

  

選選挙挙      
運運動動  

 

候補者は一定

のルールの中

で選挙運動を

することがで

きます  

  

  

投投票票日日  
 

投票は指定さ

れた投票所で

決められた期

日・時間内に行

います 

 
  

  

当選人の 

決決  定定  
 

 

候補者ごとの

得票数が決ま

ると選挙会で

当選人を決定

します 
 
  

川崎市には７つの区があって、 

イックンの足の数は 

それを表しているんだよ！ 


